
■農業委員（議席番号順）            ■農地利用最適化推進委員（担当地域別 50音順） 

 

議席
番号

氏名　 年齢 地域 職名

１ 川村　由博 ６０ 高野々 委員

２ 小沢　重博 ５７ 石川 委員

３ 斉藤　晴子 ６７ 沼田 委員

４ 阿部　幸樹 ５７ 水沢 委員

５ 榮田　全稔 ４９ 畑谷 委員

６ 田村　政彦 ６２ 大久保岱 委員

７ 後藤　信孝 ４６ 能代市 委員

８ 稲田　豊美 ５９ 八森 委員

９ 佐藤　浩則 ５４ 外林 委員

１０ 森田　貞子 ５７ 三ツ森 委員

１１ 菊地　文義 ６７ 浜田 委員

１２ 金平　練一 ５５ 大信田 職務代理者

１３ 佐々木　一雄 ６１ 畑谷 会長

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆裏面には、「農地パトロール（利用状況調査）」について掲載しています◆ 

＊年齢は平成30年7月1日現在。 

◆ 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の改正による新しい制度のもと、農業委

員、農地利用最適化推進委員が決まりました。 

◆ 平成30年7月2日に行われた第1回総会にて八峰町長から農業委員13名が任命され、農業委

員会会長から農地利用最適化推進委員13名が委嘱されました。 

◆ 農業委員会会長に佐々木一雄氏(畑谷･61歳)を、また同職務代理者には金平練一氏(大信田･55

歳)を選任しました。 

◆ 任期はいずれも平成30年7月1日から平成33年6月30日まで。 

平成30年7月25日 

発行●八峰町農業委員会  秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118番地   TEL：0185-76-4611 

番号 氏名 年齢 地域
担当
地域

１ 大高　良博 ７１ 八森 八森

２ 工藤　雅樹 ５７ 立石 八森

３ 大熊　幸輝 ５０ 目名潟 沢目

４ 小林　道彦 ５８ 沼田 沢目

５ 佐々木　慶夫 ７０ 岩子 沢目

６ 柴田　正高 ６８ 目名潟 沢目

７ 福司　千年明 ６０ 三ツ森 沢目

８ 今井　智裕 ４０ 塙 塙川

９ 後藤　　豊 ４７ 畑谷 塙川

１０ 薩摩　博美 ６５ 石川 塙川

１１ 本多　将紀 ３８ 内荒巻 塙川

１２ 松森　正彦 ４６ 大信田 塙川

１３ 米森　雄大 ３３ 石川 塙川



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先 〒０１８-２５０２　八峰町峰浜目名潟字目長田１１８番地
 ＴＥＬ ： ０１８５-７６-４６１１　ＦＡＸ ： ０１８５-７６-２２０３

http://www.town.happou.akita.jp/index.php?pid=50八峰町農業委員会

農地利用状況調査とは 
１ 改正農地法による必須調査です 
  この調査は改正農地法により、毎年必ず行われる調査です。耕

作放棄地の把握と発生の防止、再生利用などに役立てられます。 

 

２ 農地パトロールと一体化して行います 
  以前から行われてきた農地パトロールと一体のものとして実施

されます。8月～９月を「農地パトロール月間」と定め､利用状況

を調査するほか、農地を農地以外に利用している場合は指導を行

います。 

 

３ 皆さまの農地に立ち入ることがあります 
  この期間内、町の農業委員や調査関係者が、調査のため皆さま

の農地に立ち入ることがあります。ご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

４ 著しく管理の悪い場合は指導を行います 
  著しく管理が悪く、周辺の農地等に悪影響を及ぼしていると判

断される場合は、所有者または管理者に指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 農業委員会では今年も農地パトロール(利用状況調査)を実施します。 

農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形が分からないほどに荒れてしまいます。耕作放棄地は

農地集積に支障をきたすだけでなく、周辺の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の隠れ場所になるな

ど周辺の農地等に悪影響をおよぼします。 

◆ また、ごみの不法投棄や火災発生の原因になるなど、生活環境への悪影響も考えられます。農

地をお持ちの方は、ぜひとも適正な管理をお願いします。 

 

 

 


